
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発行者 情報宣伝部 

2025年 11月 22日 №970 

 

２０２６年７月に新幹線本部を発足する 

「新幹線運輸車両部」「新幹線設備部」 

「新幹線電気ネットワーク部」を設置する 

新幹線統括本部より提案を受ける（11 月 20 日） 

【社員の「異動」について】 

・部の範囲を越えるときには発令となる。 

（例）新幹線設備部から新幹線電気ネットワーク部 

新幹線運輸車両部から高崎事業本部 

【社員の働き方について】 

・各部門の大幅な業務を担当することになる。 

（例）運転士＋企 画 ➡ 運転士＋企 画＋検 修 

検 修＋企 画 ➡ 検 修＋企 画＋車 掌 

          企 画 ➡ 企 画＋車 掌＋検 修 

【社員の「業務内容変更」について】 

・２ヶ月前の２５日までに行う。また在勤地指定は行わない。 

【社員の執務箇所について】 

・業務内容によっては勤務箇所の制約を受けない指示もある。 

・社員の居住地と執務箇所の異動について、長時間、長距離に対

して必要な配慮はする。 

※長距離とは 50km、長時間とは１時間 


